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１ 都道府県より評価データ及び電子地図*を全て配布された場合 

 

はじめに 

 

「面的評価支援システム操作マニュアル（別冊）都道府県データの分割活用方法」は、地方分権により「自

動車騒音の状況の常時監視」について全ての市に移譲されるため、当該市においては都道府県からのデータ

の移管を受け、「自動車騒音の状況の常時監視」を実施するにあたり、当該市のデータに分割し、常時監視

を実施するための操作についてまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【システムの概要】 

「面的評価支援システム」は、「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準につい

て」（平成17年6月29日環管自発第050629002）に示される事務処理を円滑に行うために必要な機能を備え、市販のパソコン

上で動作可能な、面的評価ができるアプリケーションソフトです。 

 

【自動車騒音の状況の常時監視の手順】 

＜これまで＞ 

当該市が都道府県へ騒音測定データ、沿道状況を報告し、都道府県が「面的評価支援システム」にデータを入力し、環境省

へ報告していました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これから＞ 

今後は、当該市において面的評価の実施計画を策定するなど、一連の自動車騒音状況の常時監視について、環境省へ直接報

告することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 

都道府県及び騒音規制法政令市※ 

・面的評価の実施計画策定 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※騒音規制法施行令第4条に規定する市町村（特別区を含む） 

 面的評価支援システム  

・騒音暴露レベル推計 

・環境基準達成状況の評価 

・沿道情報の整理 

など 

その他の市区町村（当該市） 

・沿道状況 

・騒音測定データ 

など 

報告 

入力 
報告 

地方分権による権限委譲 

環境省 

当該市 

・面的評価の実施計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

・沿道状況 

・騒音測定データ 

 など 

 面的評価支援システム  

・騒音暴露レベル推計 

・環境基準達成状況の評価 

・沿道情報の整理 

など 

 

入力 

都道府県 

・評価データ及び電子地図 

・評価データのみ 

＊初年度に都道府県からデータが配布され、 

配布内容は都道府県で異なります。 

 この「操作マニュアル（別冊）都道府県データの分割活用方法編」

は、過年度の都道府県データの移管方法を示したものです。権限

委譲後の新規データは、各種操作マニュアルに基づく新規入力が

必要となります。 

 





 

・ 都道府県から一般市へのデータ移管方法について 

都道府県から一般市へのデータ移管方法及び一般市でのデータの設定方法は以下のフローに

従い配布及び設定を行う。 

【都道府県】 

 面的システムに使用されているシステムデータ

（ユーザデータファイル、ユーザレイヤファイル）

の最新版（H23年度報告に用いたデータ）データ

ホルダーごとコピーし配布データとします。 

1 配布用データの確認は、動作環境設定の設定

ファイル①及び②のファイル名を確認してく

ださい。 

2 以下に示す内容にして配布をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般市】 

1 配布されたデータは、任意の場所（地図デ

ータ、キャッシュホルダー、ｗｏｒｋホル

ダーと同様の場所）にホルダーごとコピー

してください。 

2 面的評価支援システムの動作環境設定で、 

データを設定します。 

3 動作環境設定の適用をクリックします。 

4 キャッシュ作成を行います。 

 

詳細については、動作環境設定の方法につい

ては、マニュアルⅡ-15 頁を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データホルダーには以下の3つのファイルがある事
を確認します。 
1.dorodb.mdb 
2.UlayerR4donet.mdb 
3.記号.sym 

配布 

① 

② 

Menteki_dataホルダーの内容 
\menteki_data 
  dorodb.mdb 
  \Ulayer 
    UlayerR4doNet.mdb 
    記号.sym 

配布用 

 動作環境設定にて設定し、キャッシュ作成が完了で

動作環境設定が終了します。 

 後の作業は、本マニュアルに沿って作業を行って下

さい。 

 

 データ受領後、データを面的評価支援システムが
使用出来るように動作環境設定にて設定し、キャッ
シュ作成を行います。 
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Ⅰ 都道府県データの分割方法 
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１ 都道府県より評価データ及び電子地図*を全て配布された場合 
１－１ 処理フロー 
 

都道府県の全データを配布された場合の当該市データとするため、以下のフローに示す作業を行ってください。 

 

 

都道府県データの分割フロー 

 

 

 

1. 当該市の市区町村コードの登録 

 

 

 

 

2. 基準年度の登録 

 

 

 

 

3. 過年度データの移行 

 

 

 

 

 

4. 騒音推計 以降の作業 

 

 

 

注意 

※1「2. 基準年度の登録」は、作業を始める、最初に行ってください。 

※2「3. 過年度データの移行」は当該市内の過年度データを移行してください。 

※3「4. 騒音推計 以降の作業」は、操作マニュアル（本編）に従って行ってください。 

また、新規年度におけるデータについては、各種操作マニュアルに基づき新規入力してください。 

 

 

 

※2 

※1 

※3 
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１－２ 当該市の市区町村コードの登録 
・初期設定として、当該市のコードを登録します。 

 

 

Menu［初期設定］－［1.都道府県・市区町村コード］ 

  →［都道府県・市区町村コード］設定画面が表示されます。 

 

初期設定 

 

（ａ）クリックし、［都道府県・市区町村コード］設定画面を表示す

る。 

（ｂ）市区町村にカーソルを合わせクリックする。 

クリックすると市区町村にチェックされる。 

（ｃ）当該市の都道府県及び市区町村名がプルダウンで表示され、該

当都道府県及び市区町村名を選択する。 

（ｄ）設定をクリックし完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 

（ｂ） 

 （ｃ） 
 

（ｄ） 
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１－３ 基準年度の登録 
・初期設定として、基準年度を登録します。 

・本登録は、作業を始める、最初に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路交通センサス（使用する交通センサス） 

平成17年度センサス：2005年 

平成22年度センサス：2010年 

・評価基準年度（報告年度） 

平成24年7月報告は平成23年度(2011年) 

平成25年7月報告は平成24年度(2012年) 

備 考 
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１－４ 過年度データの移行 
・当該市の評価区間・建物・騒音測定地点の過年度データの移行を行います。 

・この作業では、前年度に設定した「騒音推計前」までの情報も移行されています。 

 

 

  

Menu［結果活用］－［データ管理］－［２．過年度データの

移行］を選択 

                            

（ａ）［過年度データの移行］をクリック 

［過年度データの移行］の画面を表示する。 

（ｂ）移行方法を選択します。 

    新規・追加移行のどちらかを選択します。 

（ｃ）移行元年度を選択します。 

   初期設定の基準年度で設定した１年前の年度が自動

的に設定されます。 

（ｄ）移行対象データを選択します。 

   ここでは、評価区間及び建物のみ移行します。 

（ｅ）移行市町村を選択します。 

   当該市を選択します。 

（ｆ）実行します。 

（ｇ）新規移行を選択した確認画面「既存の移行先年度デー

タを削除します。よろしいですか？」 

   追加移行を選択した確認画面「既存の移行先年度デー

タに追加作成します。よろしいですか？」 

    

はいをクリック。 

                               

（ｈ）処理完了の確認 

OK をクリック。 

 

 

 

 

新規移行選択時 

 

 

 

 

 

追加移行選択時 

 

 

 

 

 

 

移行方法の選択では、新規評価区間をすでに入力

されている場合は、追加移行を選択します。 

 注 意 

（ｄ） 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｅ） （ｆ） 

（ｃ） 
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１－５ 騒音推計前以降の作業 
・過年度のデータ以降が終了した後は、「操作マニュアル（本編） Ⅳシステムの機能 ５．騒音推計前」以降の作業を行

ってください。 
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２ 都道府県より評価データのみ配布され、新たに電子地図を購入された場合 
２－１ 処理フロー 
 

都道府県の評価データのみを配布された場合の当該市データとするため、以下のフローに示す作業を行ってくだ

さい。 

 

 

都道府県データの分割フロー 

 

 

 

1. 当該市の市区町村コードの登録 

 

 

 

 

2. 基準年度の登録 

 

 

 

 

3. 過年度データ移行 

 

 

 

 

4.建物オブジェクト削除 

 

 

 

 

5. 建物設定 以降の作業 

 

 

 

注意 

※1「2. 基準年度の登録」は、作業を始める、最初に行ってください。 

※2「3. 過年度データの移行」は当該市内を行ってください。 

※3「4. 建物オブジェクト削除」は、当該市の建物オブジェクトを全て削除してください。 

※4「5. 建物設定 以降の作業」は、操作マニュアル（本編）に従って行ってください。 

また、新規年度におけるデータについては、各種操作マニュアルに基づき新規入力してください。 

 

 

 

※2 

※1 

※4 

※3 
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２－２ 当該市の市区町村コードの登録 
・初期設定として、当該市のコードを登録します。 

 

 

Menu［初期設定］－［1.都道府県・市区町村コード］ 

  →［都道府県・市区町村コード］設定画面が表示されます。 

 

初期設定 

 

（ａ）クリックし、［都道府県・市区町村コード］設定画面を表示す

る。 

（ｂ）市区町村にカーソルを合わせクリックする。 

クリックすると市区町村にチェックされる。 

（ｃ）当該市の都道府県及び市区町村名がプルダウンで表示され、該

当都道府県及び市区町村名を選択する。 

（ｄ）設定をクリックし完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｃ） 

（ｄ） 
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２－３ 基準年度の登録 
・初期設定として、基準年度を登録します。 

・本登録は、作業を始める、最初に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路交通センサス（使用する交通センサス） 

平成17年度センサス：2005年 

平成22年度センサス：2010年 

・評価基準年度（報告年度） 

平成24年7月報告は平成23年度(2011年) 

平成25年7月報告は平成24年度(2012年) 

備 考 
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２－４ 過年度データの移行 
・当該市の評価区間・建物・騒音測定地点の過年度データの移行を行います。 

・この作業では、前年度に設定した「騒音推計前」までの情報も移行されています。 

 

 

  

Menu［結果活用］－［データ管理］－［２．過年度データの

移行］を選択 

                            

（ａ）［過年度データの移行］をクリック 

［過年度データの移行］の画面を表示する。 

（ｂ）移行方法を選択します。 

    新規・追加移行のどちらかを選択します。 

（ｃ）移行元年度を選択します。 

   初期設定の基準年度で設定した１年前の年度が自動

的に設定されます。 

（ｄ）移行対象データを選択します。 

   ここでは、評価区間及び建物のみ移行します。 

（ｅ）移行市町村を選択します。 

   当該市を選択します。 

（ｆ）実行します。 

（ｇ）新規移行を選択した確認画面「既存の移行先年度デー

タを削除します。よろしいですか？」 

   追加移行を選択した確認画面「既存の移行先年度デー

タに追加作成します。よろしいですか？」 

    

はいをクリック。 

                               

（ｈ）処理完了の確認 

OK をクリック。 

 

 

 

 

新規移行選択時 

 

 

 

 

 

追加移行選択時 

 

 

 

 

 

 

移行方法の選択では、新規評価区間をすでに入力

されている場合は、追加移行を選択します。 

 注 意 

（ｄ） 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｅ） （ｆ） 

（ｃ） 
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２－５ 建物の削除 
・当該市の建物オブジェクト及び建物データを削除します。 

 

 

Menu［結果活用］－［データ管理］－［２．過年度データの

移行］－ [建物データ自動削除]を選択 

                           →［操作補助メニュー］が表示されます。 

 

 

（ａ）［過年度データの移行］をクリック 

（ｂ）［建物データ自動削除］をクリック 

［建物データ自動削除］の画面を表示する。 

（ｃ）当該市町村コード入力する。 

（ｄ）動作環境設定で登録したデータファイル及びユーザー

レイヤファイルを選択する。 

（ｅ）実行をクリックすると削除が開始される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｃ） 

（ｄ） 

（ｅ） 

・市町村コードは都道府県コード＋市町村コード

である。 

 

例：兵庫県神戸市 

  県コード：２８ 

  神戸市：１００ 

 入力コード：２８１００ 

備 考 
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２－６ 建物 以降の作業 
・当該市の建物オブジェクトの削除が終了した後は、基本的には「操作マニュアル（本編 Ⅳシステムの機能 ３．沿道設

定 ３－１０建物」以降の作業を行ってください。 

評価区間単

位の処理で

は、上り側・

下り側同時に

行われます。 


